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議案第２号補助資料 阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約新旧対照表 

改正前 改正後 

（委員の任命方法） （委員の任命方法） 

第５条 委員は、関係市町の長が協議により定める者について、岬町長が任命す

る。 

第５条 委員は、関係市町の長が協議により定める者について、阪南市長が任命す

る。 

２ 委員に欠員を生じたときは、岬町長は、速やかに、その旨を阪南市長及び泉南

市長に通知し、前項の例により任命するものとする。 

２ 委員に欠員を生じたときは、阪南市長は、速やかに、その旨を泉南市長及び岬

町長に通知し、前項の例により任命するものとする。 

（負担金） （負担金） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 阪南市及び泉南市は、前項の規定による負担金を岬町に交付しなければならな

い。 

２ 泉南市及び岬町は、前項の規定による負担金を阪南市に交付しなければならな

い。 

３ （略） ３ （略） 

（予算） （予算） 

第７条 認定審査会に関する岬町の予算は、特別会計とする。 第７条 認定審査会に関する阪南市の予算は、特別会計とする。 

（決算報告） （決算報告） 

第８条 岬町長は、認定審査会に関する決算を岬町議会の認定に付したときは、当

該決算を阪南市長及び泉南市長に報告しなければならない。 

第８条 阪南市長は、認定審査会に関する決算を阪南市議会の認定に付したとき

は、当該決算を泉南市長及び岬町長に報告しなければならない。 

（事務に関する条例、規則その他の規程） （事務に関する条例、規則その他の規程） 

第９条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程につい

ては、岬町の例による。 

第９条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程につい

ては、阪南市の例による。 

（委員に関する条例、規則その他の規程） （委員に関する条例、規則その他の規程） 

第10条 岬町は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、

規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ阪南市及び泉

南市と協議しなければならない。 

第10条 阪南市は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条

例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ泉南市及

び岬町と協議しなければならない。 

２ 前項の規定により岬町が条例、規則その他の規程を制定又は改廃したときは、

阪南市長及び泉南市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならな

２ 前項の規定により阪南市が条例、規則その他の規程を制定又は改廃したとき

は、泉南市長及び岬町長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければなら

5



改正前 改正後 

い。 ない。 

（庶務） （庶務） 

第11条 認定審査会の庶務は、岬町において行う。 第11条 認定審査会の庶務は、阪南市において行う。 

（規則への委任） （規則への委任） 

第12条 法令及びこの規約に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事

項は、岬町の規則で定める。 

第12条 法令及びこの規約に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事

項は、阪南市の規則で定める。 

附 則 附 則 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ 泉南市長及び岬町長は、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の一部

を変更する規約（平成25年泉南市告示第19号）の施行の際現に効力を有する第９

条の規定による阪南市の次に掲げる条例等を公表しなければならない。 

３ 泉南市長及び岬町長は、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の一部

を変更する規約（令和３年泉南市告示第 号）の施行の際現に効力を有する阪南

市の次に掲げる条例等を公表しなければならない。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (７) 阪南市職員服務規程（平成12年阪南市規程第４号）

４・５ （略） ４・５ （略） 

6



議案第３号補助資料 阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約新旧対照表 

 

改正前 改正後 

（執務場所） （執務場所） 

第３条 審査会の執務場所は、大阪府阪南市黒田263番の１阪南市立保健センター

内とする。 

 

第３条 審査会の執務場所は、大阪府阪南市尾崎町35番地の１阪南市役所内とす

る。 

 

（委員の任命方法） （委員の任命方法） 

第５条 委員は、関係市町の長が協議により定める者について、岬町長が任命す

る。 

第５条 委員は、関係市町の長が協議により定める者について、阪南市長が任命す

る。 

２ 委員に欠員を生じたときは、岬町長は、速やかに、その旨を阪南市長及び泉南

市長に通知し、前項の例により任命するものとする。 

 

２ 委員に欠員を生じたときは、阪南市長は、速やかに、その旨を泉南市長及び岬

町長に通知し、前項の例により任命するものとする。 

 

（負担金） （負担金） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 阪南市及び泉南市は、前項の規定による負担金を岬町に交付しなければならな

い。 

２ 泉南市及び岬町は、前項の規定による負担金を阪南市に交付しなければならな

い。 

３ （略） 

 

３ （略） 

 

（予算） （予算） 

第７条 審査会に関する岬町の予算は、一般会計とする。 

 

第７条 審査会に関する阪南市の予算は、一般会計とする。 

 

（決算報告） （決算報告） 

第８条 岬町長は、審査会に関する決算を岬町議会の認定に付したときは、当該決

算を阪南市長及び泉南市長に報告しなければならない。 

 

第８条 阪南市長は、審査会に関する決算を阪南市議会の認定に付したときは、当

該決算を泉南市長及び岬町長に報告しなければならない。 

 

（事務に関する条例、規則その他の規程） （事務に関する条例、規則その他の規程） 

第９条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程について

は、岬町の例による。 

 

第９条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程について

は、阪南市の例による。 

 

（委員に関する条例、規則その他の規程） （委員に関する条例、規則その他の規程） 

第10条 岬町は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、 第10条 阪南市は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条
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改正前 改正後 

規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ阪南市及び泉

南市と協議しなければならない。 

例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ泉南市及

び岬町と協議しなければならない。 

２ 前項の規定により岬町が条例、規則その他の規程を制定又は改廃したときは、

阪南市長及び泉南市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならな

い。 

２ 前項の規定により阪南市が条例、規則その他の規程を制定又は改廃したとき

は、泉南市長及び岬町長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければなら

ない。 

（庶務） （庶務） 

第11条 審査会の庶務は、岬町において行う。 第11条 審査会の庶務は、阪南市において行う。 

（規則への委任） （規則への委任） 

第12条 法令及びこの規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項

は、岬町の規則で定める。 

第12条 法令及びこの規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項

は、阪南市の規則で定める。 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

２ 泉南市長及び岬町長は、阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規

約の一部を変更する規約（平成25年泉南市告示第20号）の施行の際、現に効力を

有する第９条の規定による阪南市の次に掲げる条例等を公表しなければならな

い。 

２ 泉南市長及び岬町長は、阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規

約の一部を変更する規約（令和３年泉南市告示第 号）の施行の際、現に効力を

有する阪南市の次に掲げる条例等を公表しなければならない。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (７) 阪南市職員服務規程（平成12年阪南市規程第４号）

３・４ （略） ３・４ （略） 
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議案第５号補助資料 泉南市個人情報保護条例新旧対照表 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１)～(８) （略） (１)～(８) （略） 

(９) 事業者 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）第２条第１項に規定

する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政法

人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。）及び事業を営む個人をいう。

(９) 事業者 法人その他の団体（国、独立行政法人等（個人情報の保護に関す

る法律（平成15年法律第57号）第２条第９項に規定する独立行政法人等をい

う。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）を除く。）及び事業を営む個人をいう。

(10) （略） (10) （略）

（情報提供等記録の提供先への通知） （情報提供等記録の提供先への通知） 

第19条の２ 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の

訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号

法第19条第７号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第８号に規定

する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者（当該訂正に係る

番号法第23条第１項及び第２項（これらの規定を番号法第26条において準用する

場合を含む。）に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外

のものに限る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 

第19条の２ 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の

訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び

番号法第19条第８号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第９号に

規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者（当該訂正に

係る番号法第23条第１項及び第２項（これらの規定を番号法第26条において準用

する場合を含む。）に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長

以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとす

る。 
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議案第６号補助資料 泉南市手数料条例新旧対照表 

改正前 改正後 

（徴収に係る事項等） （徴収に係る事項等） 

第２条 手数料を徴収する事項、単位及び金額は、次のとおりとする。 第２条 手数料を徴収する事項、単位及び金額は、次のとおりとする。 

手数料を徴収する事項 単位及び金額 

（略） 

９ 印鑑登録証明書の交付 １件につき300円 

（略） 

19 住民票の写しの交付 １件につき300円 

（略） 

23 埋葬又は火葬に関する証明書の交付 １件につき400円 

24 個人番号カードの再交付 １件につき800円 

25 優良宅地造成の認定の申請に対する審査 認定申請面積が1,000平

方メートル未満のとき

は100,000円、1,000平

方メートル以上3,000平

方メートル未満のとき

は150,000円、3,000平

方メートル以上6,000平

方メートル未満のとき

は230,000円、6,000平

方メートル以上10,000

平方メートル未満のと

きは310,000円、10,000

手数料を徴収する事項 単位及び金額 

（略） 

９ 印鑑登録証明書の交付 １件につき300円（多機

能端末機による交付の

場合にあっては、１件

につき200円） 

（略） 

19 住民票の写しの交付 １件につき300円（多機

能端末機による交付の

場合にあっては、１件

につき200円） 

（略） 

23 埋葬又は火葬に関する証明書の交付 １件につき400円 

24 優良宅地造成の認定の申請に対する審査 認定申請面積が1,000平

方メートル未満のとき

は100,000円、1,000平

方メートル以上3,000平

方メートル未満のとき

は150,000円、3,000平

方メートル以上6,000平

方メートル未満のとき
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改正前 改正後 

平 方 メ ー ト ル 以 上

30,000平方メートル未

満のときは460,000円、

30,000平方メートル以

上60,000平方メートル

未満のときは600,000

円、60,000平方メート

ル以上100,000平方メー

ト ル 未 満 の と き は

780,000円、100,000平

方メートル以上のとき

は1,000,000円

26 

～

49 

（略） 

は230,000円、6,000平

方メートル以上10,000

平方メートル未満のと

きは310,000円、10,000

平 方 メ ー ト ル 以 上

30,000平方メートル未

満のときは460,000円、

30,000平方メートル以

上60,000平方メートル

未満のときは600,000

円、60,000平方メート

ル以上100,000平方メー

ト ル 未 満 の と き は

780,000円、100,000平

方メートル以上のとき

は1,000,000円

25 

～

48 

（略） 

（手数料の計算方法等） （手数料の計算方法等） 

第３条 手数料の計算方法等は、次に定めるところによる。 第３条 手数料の計算方法等は、次に定めるところによる。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 前条の表27の項の屋外広告物の許可については、広告物及び当該広告物の

掲出物件の設置の申請が同時にあった場合はこれらを１件とみなし、当該広告

物の掲出物件についての手数料を徴収する。また、はり紙又ははり札の枚数の

計算については100枚に満たない端数は、100枚とする。

(３) 前条の表26の項の屋外広告物の許可については、広告物及び当該広告物の

掲出物件の設置の申請が同時にあった場合はこれらを１件とみなし、当該広告

物の掲出物件についての手数料を徴収する。また、はり紙又ははり札の枚数の

計算については100枚に満たない端数は、100枚とする。

(４) 前条の表27の項で政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条の規定

による届出をした政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表

示するための許可を受けようとするときは手数料を徴収しない。

(４) 前条の表26の項で政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条の規定

による届出をした政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表

示するための許可を受けようとするときは手数料を徴収しない。

(５) 前条の表37の項の境界明示については、１筆をもって１件とし、その数が (５) 前条の表36の項の境界明示については、１筆をもって１件とし、その数が
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改正前 改正後 

２件以上となるときは、１件を加えるごとに800円を加算した額とする。 ２件以上となるときは、１件を加えるごとに800円を加算した額とする。 

(６) 前条の表38の項の閲覧については、公簿にあっては１冊を、公文書にあっ

ては１文書を、図面にあっては１枚を１件とする。

(６) 前条の表37の項の閲覧については、公簿にあっては１冊を、公文書にあっ

ては１文書を、図面にあっては１枚を１件とする。

(７) 前条の表39及び40の項の謄本若しくは抄本の交付又は証明については、土

地に係るものにあっては１筆を、建物に係るものにあっては１家屋番号を、そ

の他にあっては１枚若しくは１通又は１証明を１件とする。

(７) 前条の表38及び39の項の謄本若しくは抄本の交付又は証明については、土

地に係るものにあっては１筆を、建物に係るものにあっては１家屋番号を、そ

の他にあっては１枚若しくは１通又は１証明を１件とする。

(８)・(９) （略） (８)・(９) （略） 
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長方形
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